
昭
和
三
十
一
年
総
理
府
令
第
九
十
三
号

旧
軍
人
等
の
遺
族
に
対
す
る
恩
給
等
の
特
例
に
関

す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
給
す
べ
き
扶
助
料
又
は

改
定
す
べ
き
扶
助
料
の
請
求
手
続
に
関
す
る
省
令

旧
軍
人
等
の
遺
族
に
対
す
る
恩
給
等
の
特
例
に
関
す
る

法
律
を
実
施
す
る
た
め
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
給
す
べ
き

扶
助
料
又
は
改
定
す
べ
き
扶
助
料
の
請
求
手
続
に
関
す
る

総
理
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
旧
軍
人
等
の
遺
族
に
対
す
る
恩

給
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第

百
七
十
七
号
。
以
下
「
法
律
第
百
七
十
七
号
」
と
い

う
。
）
第
三
条
、
同
法
附
則
第
三
項
、
恩
給
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
十
三

号
。
以
下
「
法
律
第
百
十
三
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第

六
条
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
九

号
。
以
下
「
法
律
第
百
五
十
九
号
」
と
い
う
。
）
附
則

第
六
条
、
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
一
年
法
律
第
百
二
十
一
号
。
以
下
「
法
律
第
百
二

十
一
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
、
恩
給
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
三

号
。
以
下
「
法
律
第
八
十
三
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第

十
一
条
又
は
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
四
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
律
第
九
十

一
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
給

す
べ
き
扶
助
料
又
は
改
定
す
べ
き
扶
助
料
の
請
求
手
続

を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
法
律
第
百
七
十
七
号
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
給
す
べ

き
扶
助
料
の
請
求
手
続
）

第
二
条
　
法
律
第
百
七
十
七
号
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
恩

給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律

第
百
五
十
五
号
。
以
下
「
法
律
第
百
五
十
五
号
」
と
い

う
。
）
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
扶
助
料
（
法
律
第

百
七
十
七
号
附
則
第
三
項
、
法
律
第
百
十
三
号
附
則
第

六
条
、
法
律
第
百
五
十
九
号
附
則
第
六
条
、
法
律
第
百

二
十
一
号
附
則
第
四
条
、
法
律
第
八
十
三
号
附
則
第
十

一
条
及
び
法
律
第
九
十
一
号
附
則
第
十
六
条
の
規
定
に

よ
り
扶
助
料
の
年
額
の
改
定
さ
れ
る
場
合
の
扶
助
料
を

除
く
。
）
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

恩
給
給
与
規
則
（
大
正
十
二
年
勅
令
第
三
百
六
十
九

号
）
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
条
及
び
第
十
条

ノ
十
二
の
規
定
に
よ
る
の
ほ
か
、
扶
助
料
請
求
書
に
次

の
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
総
務
大
臣
に
差
し
出
す
も

の
と
す
る
。

一
　
公
務
員
が
退
職
後
死
亡
し
た
者
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
公
務
員
が
退
職
後
死
亡
ま
で
の
間
に
お
い
て
恩

給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
に
規
定
す

る
普
通
恩
給
を
受
け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該

当
し
な
か
つ
た
こ
と
及
び
請
求
者
が
公
務
員
の
死
亡

後
恩
給
法
に
規
定
す
る
扶
助
料
を
受
け
る
権
利
又
は

資
格
を
失
う
べ
き
事
由
に
該
当
し
な
か
つ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
申
立
書
（
別
記
第
一

号
書
式
）

二
　
公
務
員
が
在
職
中
死
亡
し
た
者
で
あ
る
と
き
は
、

請
求
者
が
公
務
員
の
死
亡
後
恩
給
法
に
規
定
す
る
扶

助
料
を
受
け
る
権
利
又
は
資
格
を
失
う
べ
き
事
由
に

該
当
し
な
か
つ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
申
立
書
（
別
記
第
二
号
書
式
）

三
　
請
求
者
又
は
請
求
者
以
外
の
者
が
、
公
務
員
の
死

亡
に
つ
き
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
（
昭

和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
四
条
第

二
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
弔
慰
金
を
受
け
た
こ
と
及
び
当
該
弔
慰
金
が
、

法
律
第
百
七
十
七
号
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
第
三
十
四
条

第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
ら
な
い
で
支
給
を
受
け

た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
確
認
書

四
　
請
求
者
が
、
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
の
規
定
に

よ
る
一
時
扶
助
料
（
恩
給
法
第
十
条
ノ
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
の
一
時

扶
助
料
を
含
む
。
以
下
本
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
で
あ
つ
て
、

ま
だ
当
該
一
時
扶
助
料
を
請
求
し
て
い
な
い
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
将
来
当
該
一
時
扶
助
料
を
請
求
し
な

い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
申
立
書

五
　
請
求
者
が
、
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
の
規
定
に

よ
る
一
時
扶
助
料
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
で

あ
つ
て
、
当
該
一
時
扶
助
料
の
裁
定
を
経
た
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
そ
の
裁
定
を
経
た
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
申
立
書
（
別
記
第
三
号
書
式
）

（
法
律
第
百
七
十
七
号
附
則
第
三
項
等
の
規
定
に
よ
り

改
定
す
べ
き
扶
助
料
の
請
求
手
続
）

第
三
条
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
の
規
定
に
よ
り
恩
給

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
の
年

額
の
扶
助
料
を
給
さ
れ
た
者
が
、
法
律
第
百
七
十
七
号

附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
扶
助
料
の
年
額
の
改
定
を

請
求
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
扶
助
料
年
額

改
定
請
求
書
（
別
記
第
四
号
書
式
）
に
次
の
書
類
を
添

え
て
公
務
員
の
本
属
庁
を
経
由
し
て
、
こ
れ
を
総
務
大

臣
に
差
し
出
す
も
の
と
す
る
。

一
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
の
規
定
に
よ
る
扶
助
料

の
裁
定
告
知
書

二
　
前
条
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
確

認
書

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
請
求
が
、
恩
給
法
第

七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
加
給
を
含
む
扶
助
料

の
年
額
の
改
定
を
請
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
る
の
ほ
か
、
扶
助
料
年
額
改
定
請
求
書

に
次
の
書
類
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

一
　
加
給
の
原
因
と
な
る
遺
族
の
戸
籍
謄
本
（
公
務
員

死
亡
の
時
以
後
の
加
給
の
原
因
と
な
る
遺
族
の
身
分

関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
）

二
　
加
給
の
原
因
と
な
る
遺
族
が
、
公
務
員
の
死
亡
当

時
当
該
公
務
員
に
よ
り
生
計
を
維
持
し
、
又
は
当
該

公
務
員
と
生
計
を
と
も
に
し
て
い
た
こ
と
及
び
そ
の

遺
族
が
、
扶
助
料
を
受
け
る
者
に
よ
り
生
計
を
維
持

し
、
又
は
扶
助
料
を
受
け
る
者
と
生
計
を
と
も
に
す

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
申
立
書

（
別
記
第
五
号
書
式
）

第
三
条
の
二
　
前
条
の
規
定
は
、
法
律
第
百
十
三
号
附
則

第
六
条
、
法
律
第
百
五
十
九
号
附
則
第
六
条
、
法
律
第

百
二
十
一
号
附
則
第
四
条
、
法
律
第
八
十
三
号
附
則
第

十
一
条
又
は
法
律
第
九
十
一
号
附
則
第
十
六
条
の
規
定

に
よ
り
改
定
す
べ
き
扶
助
料
の
請
求
手
続
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
雑
則
）

第
四
条
　
前
二
条
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に

別
段
の
定
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
恩
給
給
与
規
則

及
び
恩
給
給
与
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
総
理
府
令
第
六

十
七
号
）
の
定
め
る
例
に
よ
る
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
昭
和
三
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
六
年
六
月
一
六
日
総
理
府
令

第
三
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
三
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
八
年
六
月
二
七
日
総
理
府
令

第
二
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
三
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
九
年
七
月
九
日
総
理
府
令
第

三
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
一
年
七
月
八
日
総
理
府
令
第

三
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
七
月
二
七
日
総
理
府
令

第
三
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
四
年
一
二
月
一
六
日
総
理
府

令
第
四
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
九
日
総
理
府
令

第
三
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
〇
年
七
月
九
日
総
理
府
令
第

四
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
総
理
府
令

第
九
〇
号
）
　
抄

こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
八
日
総
務
省
令

第
一
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
五
月
二
九
日
総
務
省
令

第
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
総
務
省
令

第
一
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1



（
別
記
）
第
一
号
書
式

第一号書式

　（配偶者用）

　　１　普通恩給失権事由非該当申立て

・　

・　 在職中の職務に関する犯罪により禁錮
こ

以上の刑に処せられたこと。

・　

　　２　扶助料失権事由非該当申立て

・　

・　

・　

・　

申立者氏名

　　　　上記のとおり申し立てます。

年　　　　　月　　　　　日

　　　　私は、公務員（旧軍人等）死亡後、次の事項に該当したことがない。

3年を超える懲役又は禁錮
こ

の刑に処せられたこと。

国籍を失ったこと。

遺族以外の者の養子となったこと。

失権事由非該当申立書

婚姻（事実上の婚姻関係にある場合を含む。）したこと。

　 　 　公務員（旧軍人等）は、退職（復員等）後、次の事項に該当したことがない。

3年を超える懲役又は禁錮
こ

の刑に処せられたこと。

国籍を失ったこと。

第
二
号
書
式

第二号書式

　　（配偶者用）

・　

・　

・　

・　

申立者氏名

　　　　上記のとおり申し立てます。

年　　　　　月　　　　　日

私は、公務員（旧軍人等）死亡後、次の事項に該当したことがない。

3年を超える懲役又は禁錮
こ

の刑に処せられたこと。

国籍を失ったこと。

遺族以外の者の養子となったこと。

扶助料失権事由非該当申立書

婚姻（事実上の婚姻関係にある場合を含む。）したこと。

第
三
号
書
式

第三号書式

申立者氏名

　　　　上記のとおり申し立てます。

年　　　　　月　　　　　日

　　　　私は、公務員（旧軍人等）死亡後したことにより、

一時扶助料既裁定申立書

　　　第　　　　　　　　　　号の一時扶助料裁定通知書を受けたことがある。

　　（恩給種別）

こ

第
四
号
書
式

第四号書式  

   下記扶助料の年額を改定されたく、証拠書類を添えて請求します。

　  総務大臣　殿

（フ リ ガ ナ）

請求者氏名

扶 助 料 証 書
記 号 番 号

第 号

 都道
 府県

（電話番号 －  － ） 　　

現 住 所

扶助料年額改定請求書

郵便番号

　　　 　年　　　月　　　日
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第
五
号
書
式

第五号書式

　
  フ リ ガ ナ

   （次の該当する番号に○印をつけてください。）

　　　（１）　同居していた。

　　この遺族は、公務員（旧軍人等）死亡当時、公務員と

　　　（２）　別居していた。

（１）　同居している。

　　この遺族は、現在、請求者と

（２）　別居している。

申立者氏名

　　（(2)に○印をつけた方は、下の〔　　〕欄に公務員との間の生活上の依存関係
　　（仕送りなど）について具体的に記入してください。）

　　　　上記のとおり申し立てます。

　　　年　　　　　月　　　　　日

　　（(2)に○印をつけた方は、下の〔　　〕欄に請求者との間の生活上の依存関係
　　（仕送りなど）について具体的に記入してください。）

（次の該当する番号に○印をつけてください。）

加給の原因となる遺族の生計関係申立書

加 給 の 原 因

と な る 遺 族

の 氏 名

公 務 員

と の 続 柄
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